
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和６年３月 板橋区長 

はじめに 

大規模な災害は近年増加傾向にあり、西日本を中心に大きな被害をもたらした

「西日本豪雨」や板橋区でも多数の避難所を開設した「令和元年東日本台風」等、

風水害の被害は複雑かつ激甚化しています。 

また、東日本大震災を始め、熊本地震、大阪府北部地震、北海道胆振東部地震

等、地震災害の被害は全国各地で多発しており、令和６年１月の「能登半島地震」

の発災は記憶に新しいところです。 

大規模風水害や首都直下地震は、いつ発生してもおかしくない状況にあり、国

においては、災害対策基本法をはじめとした法令や各種計画の修正が重ねられて 

おり、令和４年５月には東京の首都直下地震等による被害想定が約10年ぶりに見

直され、板橋区の被害想定も変わりました。 

こうした激甚化する災害への新たな対応策や法改正等を踏まえ、より実効性を

高めるため、板橋区地域防災計画を改定しました。ＳＤＧｓの視点から、災害に

強く誰もが住み続けられるまちづくりを進めるとともに、板橋区の強みである高

い地域住民力との相乗効果により、誰ひとり取り残さない防災対策の実現をめざ

していきたいと考えています。 

 災害対応には「自助・共助・公助」の連携を欠かすことができません。行政に 

よる「公助」が注目されがちですが、食料の備蓄や家具等への転倒防止など「自

助」の推進こそが、いざというときに自分の身を守ります。日頃からの備えと災 

害に対する想像力により、互いを助けあう「共助」が機能することにより、被害 

を減らし円滑な復旧・復興につながることが、過去の災害から実証されています。 

 災害への対応は行政だけ、または区民・事業者だけの取り組みで良くなるもの

ではなく、それぞれが努力し連携することで、より良い成果を上げることができ

ます。地区別に作成している防災マニュアルを順次更新していくとともに、災害

に強いまちづくりを促進するなど、ソフトとハードの両面で、Ｒｅａｄｙ-Ｇｏ

の考え方を徹底し、いつ、誰が、何をするか、を明確化することで防災対策を充

実し、区民の皆様が「万全の備えの安心・安全」を実感できるよう努めてまいり

ます。 

 今後とも、板橋区の防災行政にご理解をいただきますとともに、各ご家庭や事

業所におかれましても、防災対策の充実をお願い申し上げます。 
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計画構成における災害対策本部組織一覧（部単位）
「●」は各章の中において担当となる業務のある部となります。

部
政策

経営部
総務部
※１

危機
管理部

区民
文化部

産業
経済部

健康生
きがい
部
※２

福祉部
子ども
家庭部

資源
環境部

都市
整備部
※３

土木部 教育部
区議会
部

物資班
地域振
興班
区民施
設班

給食・
産業復
興班

医療・
保健対
策班
衛生対
策班
要配慮
者班

避難所
班

児童施
設・救
護班

環境整
備班

都市整
備・住
宅班

土木班 議会班

第１部 総則
頁

第１章 地域防災計画の概要
4 ●

第２章 板橋区の現状と被害想
定

8 ● ● ● ● ● ● ●

第３章 河川、下水道等の整備
概要

30 ● ●

第４章 被害軽減と都市再生に
向けた目標（減災目
標）

35 ● ● ● ● ●

第５章 複合災害への対応
40 ●

第６章 各施策における発災後
の時間軸に沿った震災
対応シナリオ

42 ●

第２部 区等の基本的責務と役
割

第１章 基本理念と基本的責務
47 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第2章 区及び関係機関の役割
50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３部 災害予防計画
第１章 区民と地域の防災力向

上
79 ● ● ● ● ● ● ●

第２章 水害予防対策
104 ● ● ● ●

第３章 噴火降灰事前対策
121 ●

第４章 安全な都市づくりの実
現

123 ● ● ● ● ● ● ●

第５章 安全な交通ネットワー
ク及びライフライン等
の確保

143 ● ●

第６章 広域的な視点からの応
急対応力の強化

153 ● ● ●

第７章 情報通信の確保
165 ● ● ●

第８章 医療救護・保健等対策
173 ● ●

第９章 帰宅困難者対策
181 ● ● ● ● ● ●

第10章 避難者対策
200 ● ● ● ● ●

第11章 物流・備蓄・輸送対策
の推進

217 ● ● ●

第12章 放射性物質対策
231 ● ● ● ●

第13章 区民の生活の早期再建
233 ● ● ● ● ● ●

第４部 災害応急・復旧対策計
画（震災・火山編）

第１章 初動態勢
248 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 区民と地域の応急対策
270 ● ●

第３章 情報の収集・伝達
279 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第４章 二次災害・危険防止対
策

297 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第５章 医療救護・保健等対策
313 ● ● ● ●

第６章 避難者対策
348 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第７章 物流・備蓄・輸送対策
386 ● ● ● ● ●

第８章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

405 ● ●

第９章 公共施設の応急・復旧
対策

412 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第10章 放射性物質対策
424 ● ● ● ● ● ●

第11章 噴火降灰対策
431 ● ● ● ● ●

第12章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

436 ● ●

第13章 大規模事故対策
450 ● ● ●

第14章 応急生活対策
457 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第15章 災害救助法の運用
491 ● ●

第16章 激甚災害の指定
502 ● ●

総務班
人事班
契約管
財班
給水・
輸送班
受援統
括班

情報統
括班

教育庶
務班
教育指
導班
教育施
設班
避難所
施設班

目次構成

災害対策
本部組織

（部、班）

班

政策企
画班
財政班
広聴広
報班
IT班
施設経
営班
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計画構成における災害対策本部組織一覧（部単位）
「●」は各章の中において担当となる業務のある部となります。

部
政策

経営部
総務部
※１

危機
管理部

区民
文化部

産業
経済部

健康生
きがい
部
※２

福祉部
子ども
家庭部

資源
環境部

都市
整備部
※３

土木部 教育部
区議会
部

物資班
地域振
興班
区民施
設班

給食・
産業復
興班

医療・
保健対
策班
衛生対
策班
要配慮
者班

避難所
班

児童施
設・救
護班

環境整
備班

都市整
備・住
宅班

土木班 議会班

第５部 災害応急・復旧対策計
画（風水害編）

第１章 初動態勢
509 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 情報の収集・伝達
526 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 水防対策
542 ● ●

第４章 雪害対策
559 ● ●

第５章 警備・交通規制
566 ●

第６章 医療救護・保健等対策
568 ● ● ● ●

第７章 避難者対策
571 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第８章 物流・備蓄・輸送対策
598 ● ● ● ● ●

第９章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

599 ● ●

第10章 公共施設等の応急・復
旧対策

609 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第11章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

615 ● ●

第12章 応急生活対策
618 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第13章 災害救助法の適用
619 ● ●

第14章 激甚災害の指定
620 ● ●

第６部 災害復興計画
第１章 災害復興の基本的考え

方
624 ● ● ● ●

第２章 災害復興体制の構築 626 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
第３章 被害状況及び復旧・復

興状況の把握
632 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第４章 罹災証明書の交付
634 ● ● ●

第５章 災害復興計画の策定
635 ● ● ●

第６章 財政方針の策定
636 ●

第７章 人的資源の確保
637 ●

第８章 用地の確保・調整
638 ● ● ●

第９章 災害廃棄物等の処理
639 ● ●

第10章 広報・相談体制
640 ●

第11章 学校教育
641 ●

第12章 文化・社会教育
642 ● ●

第13章 地域への支援
643 ●

第14章 消費生活
645 ●

第15章 都市の復興
646 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第16章 住宅の復興
649 ● ● ●

第17章 生活の復興
650 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第18章 産業の復興
656 ● ●

第７部 南海トラフ地震編

661 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※１　総務部には、会計管理室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局を含む
※２　健康生きがい部には、要配慮者班として、障がい政策課、障がいサービス課を含む
※３　都市整備部には、まちづくり推進室を含む

総務班
人事班
契約管
財班
給水・
輸送班
受援統
括班

情報統
括班

教育庶
務班
教育指
導班
教育施
設班
避難所
施設班

目次構成

南海トラフ地震編

災害対策
本部組織

（部、班）

班

政策企
画班
財政班
広聴広
報班
IT班
施設経
営班
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計画構成における災害対策本部組織一覧（政策経営部・総務部①）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班
財政
班

広聴広
報班

IT班
施設

経営班
人事
班

契約管
財班

課

政
策
企
画
課

経
営
改
革
推
進
課

ブ
ラ
ン
ド
戦
略
担

当
課

財
政
課

広
聴
広
報
課

I
T
推
進
課

教
育
施
設
担
当
課

施
設
経
営
課

総
務
課

区
政
情
報
課

男
女
社
会
参
画
課

会
計
管
理
室

人
事
課

契
約
管
財
課

第１部 総則 頁

第１章 地域防災計画の概要 4

第２章 板橋区の現状と被害想
定

8 ● ● ●

第３章 河川、下水道等の整備
概要

30

第４章 被害軽減と都市再生に
向けた目標（減災目
標）

35

第５章 複合災害への対応 40

第６章 各施策における発災後
の時間軸に沿った震災
対応シナリオ

42

第２部 区等の基本的責務と役
割

第１章 基本理念と基本的責務 47 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第2章 区及び関係機関の役割 50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３部 災害予防計画

第１章 区民と地域の防災力向
上

79 ● ●

第２章 水害予防対策 104 ● ●

第３章 噴火降灰事前対策 121

第４章 安全な都市づくりの実
現

123 ●

第５章 安全な交通ネットワー
ク及びライフライン等
の確保

143

第６章 広域的な視点からの応
急対応力の強化

153 ● ● ● ● ● ●

第７章 情報通信の確保 165 ● ● ● ●

第８章 医療救護・保健等対策 173

第９章 帰宅困難者対策 181 ● ● ● ●

第10章 避難者対策 200

第11章 物流・備蓄・輸送対策
の推進

217 ●

第12章 放射性物質対策 231

第13章 区民の生活の早期再建 233 ● ● ● ● ● ● ●

第４部 災害応急・復旧対策計
画（震災・火山編）

第１章 初動態勢 248 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 区民と地域の応急対策 270

第３章 情報の収集・伝達 279 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第４章 二次災害・危険防止対
策

297 ● ●

第５章 医療救護・保健等対策 313

第６章 避難者対策 348 ● ● ● ● ● ● ●

第７章 物流・備蓄・輸送対策 386 ●

第８章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

405

第９章 公共施設の応急・復旧
対策

412 ● ●

第10章 放射性物質対策 424 ● ●

第11章 噴火降灰対策 431 ● ●

第12章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

436

第13章 大規模事故対策 450 ● ●

第14章 応急生活対策 457 ● ● ● ● ● ● ● ●

第15章 災害救助法の運用 491 ●

第16章 激甚災害の指定 502 ●

目次構成

災害対策本部組織
（部、班、課）

政策経営部 総務部　※１

政策企画班 総務班
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計画構成における災害対策本部組織一覧（政策経営部・総務部①）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班
財政
班

広聴広
報班

IT班
施設

経営班
人事
班

契約管
財班

課

政
策
企
画
課

経
営
改
革
推
進
課

ブ
ラ
ン
ド
戦
略
担

当
課

財
政
課

広
聴
広
報
課

I
T
推
進
課

教
育
施
設
担
当
課

施
設
経
営
課

総
務
課

区
政
情
報
課

男
女
社
会
参
画
課

会
計
管
理
室

人
事
課

契
約
管
財
課

第５部 災害応急・復旧対策計
画（風水害編）

第１章 初動態勢 509 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 情報の収集・伝達 526 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 水防対策 542

第４章 雪害対策 559

第５章 警備・交通規制 566

第６章 医療救護・保健等対策 568

第７章 避難者対策 571 ● ● ● ● ● ● ●

第８章 物流・備蓄・輸送対策 598 ●

第９章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

599

第10章 公共施設等の応急・復
旧対策

609 ● ●

第11章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

615

第12章 応急生活対策 618 ● ● ● ● ● ● ● ●

第13章 災害救助法の適用 619 ●

第14章 激甚災害の指定 620 ●

第６部 災害復興計画

第１章 災害復興の基本的考え
方

624 ● ●

第２章 災害復興体制の構築
626 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 被害状況及び復旧・復
興状況の把握

632 ● ● ●

第４章 罹災証明書の交付 634

第５章 災害復興計画の策定 635 ● ●

第６章 財政方針の策定 636 ● ● ●

第７章 人的資源の確保 637 ●

第８章 用地の確保・調整 638 ● ● ●

第９章 災害廃棄物等の処理 639

第10章 広報・相談体制 640 ● ●

第11章 学校教育 641

第12章 文化・社会教育 642

第13章 地域への支援 643

第14章 消費生活 645

第15章 都市の復興 646 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第16章 住宅の復興 649 ● ● ● ●

第17章 生活の復興 650 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第18章 産業の復興 656 ● ●

第７部 南海トラフ地震編

661 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※１　総務部には、会計管理室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局を含む

目次構成

南海トラフ地震編

災害対策本部組織
（部、班、課）

政策経営部 総務部　※１

政策企画班 総務班



 

目次-16 

 

 

計画構成における災害対策本部組織一覧（総務部②・危機管理部・区民文化部）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班
受援統
括班

課
課
税
課

納
税
課

選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局

監
査
委
員
事
務
局

防
災
危
機
管
理
課

地
域
防
災
支
援
課

戸
籍
住
民
課

各
区
民
事
務
所

地
域
振
興
課

各
地
域
セ
ン
タ
ー

文
化
・
国
際
交
流

課
美
術
館

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

第１部 総則 頁

第１章 地域防災計画の概要 4 ●

第２章 板橋区の現状と被害想
定

8 ●

第３章 河川、下水道等の整備
概要

30 ●

第４章 被害軽減と都市再生に
向けた目標（減災目
標）

35 ●

第５章 複合災害への対応 40 ●

第６章 各施策における発災後
の時間軸に沿った震災
対応シナリオ

42 ●

第２部 区等の基本的責務と役
割

第１章 基本理念と基本的責務 47 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第2章 区及び関係機関の役割 50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３部 災害予防計画

第１章 区民と地域の防災力向
上

79 ● ● ● ● ●

第２章 水害予防対策 104 ● ●

第３章 噴火降灰事前対策 121 ● ●

第４章 安全な都市づくりの実
現

123 ● ●

第５章 安全な交通ネットワー
ク及びライフライン等
の確保

143 ● ●

第６章 広域的な視点からの応
急対応力の強化

153 ● ● ● ● ● ● ● ●

第７章 情報通信の確保 165 ● ●

第８章 医療救護・保健等対策 173 ● ●

第９章 帰宅困難者対策 181 ● ● ●

第10章 避難者対策 200 ● ●

第11章 物流・備蓄・輸送対策
の推進

217 ● ● ● ● ● ● ● ●

第12章 放射性物質対策 231 ● ●

第13章 区民の生活の早期再建 233 ● ● ● ● ● ●

第４部 災害応急・復旧対策計
画（震災・火山編）

第１章 初動態勢 248 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 区民と地域の応急対策 270 ● ● ● ● ● ● ●

第３章 情報の収集・伝達 279 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第４章 二次災害・危険防止対
策

297 ● ● ● ● ● ●

第５章 医療救護・保健等対策 313 ● ● ● ● ●

第６章 避難者対策 348 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第７章 物流・備蓄・輸送対策 386 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第８章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

405 ● ●

第９章 公共施設の応急・復旧
対策

412 ● ● ● ● ● ● ● ●

第10章 放射性物質対策 424 ● ●

第11章 噴火降灰対策 431 ● ●

第12章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

436 ● ●

第13章 大規模事故対策 450 ● ●

第14章 応急生活対策 457 ● ● ● ● ● ● ● ●

第15章 災害救助法の運用 491 ● ●

第16章 激甚災害の指定 502 ● ●

目次構成

危機管理部 区民文化部

情報統括班 物資班 地域振興班 区民施設班
災害対策本部組織
（部、班、課）

総務部　※１

給水・輸送班
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計画構成における災害対策本部組織一覧（総務部②・危機管理部・区民文化部）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班
受援統
括班

課
課
税
課

納
税
課

選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局

監
査
委
員
事
務
局

防
災
危
機
管
理
課

地
域
防
災
支
援
課

戸
籍
住
民
課

各
区
民
事
務
所

地
域
振
興
課

各
地
域
セ
ン
タ
ー

文
化
・
国
際
交
流

課
美
術
館

ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

第５部 災害応急・復旧対策計
画（風水害編）

第１章 初動態勢 509 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 情報の収集・伝達 526 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 水防対策 542 ● ●

第４章 雪害対策 559 ● ●

第５章 警備・交通規制 566 ● ●

第６章 医療救護・保健等対策 568 ● ● ● ● ●

第７章 避難者対策 571 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第８章 物流・備蓄・輸送対策 598 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第９章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

599 ● ●

第10章 公共施設等の応急・復
旧対策

609 ● ● ● ● ● ● ● ●

第11章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

615 ● ●

第12章 応急生活対策 618 ● ● ● ● ● ● ● ●

第13章 災害救助法の適用 619 ● ●

第14章 激甚災害の指定 620 ● ●

第６部 災害復興計画

第１章 災害復興の基本的考え
方

624 ● ●

第２章 災害復興体制の構築
626 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 被害状況及び復旧・復
興状況の把握

632 ● ● ● ●

第４章 罹災証明書の交付 634 ● ● ● ● ● ●

第５章 災害復興計画の策定 635 ● ●

第６章 財政方針の策定 636

第７章 人的資源の確保 637 ●

第８章 用地の確保・調整 638

第９章 災害廃棄物等の処理 639

第10章 広報・相談体制 640

第11章 学校教育 641

第12章 文化・社会教育 642 ● ● ●

第13章 地域への支援 643 ● ● ● ● ●

第14章 消費生活 645

第15章 都市の復興 646 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第16章 住宅の復興 649

第17章 生活の復興 650 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第18章 産業の復興 656

第７部 南海トラフ地震編

661 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※１　総務部には、会計管理室、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局を含む

目次構成

危機管理部 区民文化部

情報統括班 物資班 地域振興班 区民施設班

南海トラフ地震編

災害対策本部組織
（部、班、課）

総務部　※１

給水・輸送班



 

目次-18 

 

 

計画構成における災害対策本部組織一覧（産業経済部・健康生きがい部①）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班

課

産
業
振
興
課

く
ら
し
と
観
光
課

消
費
者
セ
ン
タ
ー

赤
塚
支
所

健
康
推
進
課

予
防
対
策
課

国
保
年
金
課

健康福祉センター
（板橋、上板橋、
赤塚、志村、高島
平）

第１部 総則 頁

第１章 地域防災計画の概要 4

第２章 板橋区の現状と被害想
定

8 ● ● ●

第３章 河川、下水道等の整備
概要

30

第４章 被害軽減と都市再生に
向けた目標（減災目
標）

35 ●

第５章 複合災害への対応 40

第６章 各施策における発災後
の時間軸に沿った震災
対応シナリオ

42

第２部 区等の基本的責務と役
割

第１章 基本理念と基本的責務 47 ● ● ● ● ● ● ● ●

第2章 区及び関係機関の役割 50 ● ● ● ● ● ● ● ●

第３部 災害予防計画

第１章 区民と地域の防災力向
上

79

第２章 水害予防対策 104

第３章 噴火降灰事前対策 121

第４章 安全な都市づくりの実
現

123

第５章 安全な交通ネットワー
ク及びライフライン等
の確保

143

第６章 広域的な視点からの応
急対応力の強化

153

第７章 情報通信の確保 165

第８章 医療救護・保健等対策 173 ● ● ● ●

第９章 帰宅困難者対策 181

第10章 避難者対策 200

第11章 物流・備蓄・輸送対策
の推進

217

第12章 放射性物質対策 231 ● ● ● ●

第13章 区民の生活の早期再建 233

第４部 災害応急・復旧対策計
画（震災・火山編）

第１章 初動態勢 248 ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 区民と地域の応急対策 270

第３章 情報の収集・伝達 279 ● ● ● ● ● ● ● ●

第４章 二次災害・危険防止対
策

297 ● ● ● ● ●

第５章 医療救護・保健等対策 313 ● ● ● ●

第６章 避難者対策 348

第７章 物流・備蓄・輸送対策 386 ● ● ● ●

第８章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

405

第９章 公共施設の応急・復旧
対策

412 ● ● ● ● ● ● ● ●

第10章 放射性物質対策 424 ● ● ● ●

第11章 噴火降灰対策 431 ● ● ● ●

第12章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

436

第13章 大規模事故対策 450

第14章 応急生活対策 457 ● ● ● ● ●

第15章 災害救助法の運用 491

第16章 激甚災害の指定 502

医療・保健対策班

目次構成

産業経済部 健康生きがい部

給食・産業復興班
災害対策本部組織
（部、班、課）
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計画構成における災害対策本部組織一覧（産業経済部・健康生きがい部①）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班

課

産
業
振
興
課

く
ら
し
と
観
光
課

消
費
者
セ
ン
タ
ー

赤
塚
支
所

健
康
推
進
課

予
防
対
策
課

国
保
年
金
課

健康福祉センター
（板橋、上板橋、
赤塚、志村、高島
平）

第５部 災害応急・復旧対策計
画（風水害編）

第１章 初動態勢 509 ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 情報の収集・伝達 526 ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 水防対策 542

第４章 雪害対策 559

第５章 警備・交通規制 566

第６章 医療救護・保健等対策 568 ● ● ● ●

第７章 避難者対策 571

第８章 物流・備蓄・輸送対策 598 ● ● ● ●

第９章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

599

第10章 公共施設等の応急・復
旧対策

609 ● ● ● ● ● ● ● ●

第11章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

615

第12章 応急生活対策 618 ● ● ● ● ●

第13章 災害救助法の適用 619

第14章 激甚災害の指定 620

第６部 災害復興計画

第１章 災害復興の基本的考え
方

624

第２章 災害復興体制の構築
626 ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 被害状況及び復旧・復
興状況の把握

632 ● ● ● ●

第４章 罹災証明書の交付 634 ● ● ● ●

第５章 災害復興計画の策定 635

第６章 財政方針の策定 636

第７章 人的資源の確保 637

第８章 用地の確保・調整 638

第９章 災害廃棄物等の処理 639

第10章 広報・相談体制 640

第11章 学校教育 641

第12章 文化・社会教育 642

第13章 地域への支援 643

第14章 消費生活 645 ● ● ● ●

第15章 都市の復興 646 ● ● ● ● ● ● ● ●

第16章 住宅の復興 649

第17章 生活の復興 650 ● ● ● ● ● ● ● ●

第18章 産業の復興 656 ● ● ● ●

第７部 南海トラフ地震編

661 ● ● ● ● ● ● ● ●

医療・保健対策班

目次構成

産業経済部 健康生きがい部

給食・産業復興班

南海トラフ地震編

災害対策本部組織
（部、班、課）



 

目次-20 

 

 

計画構成における災害対策本部組織一覧（健康生きがい部②・福祉部）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班
衛生対
策班

課

生
活
衛
生
課

長
寿
社
会
推
進
課

介
護
保
険
課

後
期
高
齢
医
療
制

度
課

お
と
し
よ
り
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー

障
が
い
政
策
課

障
が
い
サ
ー

ビ
ス

課

生
活
支
援
課

板
橋
福
祉
課

赤
塚
福
祉
課

志
村
福
祉
課

生
活
支
援
臨
時
給

付
金
担
当
課

第１部 総則 頁

第１章 地域防災計画の概要 4

第２章 板橋区の現状と被害想
定

8

第３章 河川、下水道等の整備
概要

30

第４章 被害軽減と都市再生に
向けた目標（減災目
標）

35

第５章 複合災害への対応 40

第６章 各施策における発災後
の時間軸に沿った震災
対応シナリオ

42

第２部 区等の基本的責務と役
割

第１章 基本理念と基本的責務 47 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第2章 区及び関係機関の役割 50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３部 災害予防計画

第１章 区民と地域の防災力向
上

79 ● ● ● ● ● ● ●

第２章 水害予防対策 104

第３章 噴火降灰事前対策 121

第４章 安全な都市づくりの実
現

123 ●

第５章 安全な交通ネットワー
ク及びライフライン等
の確保

143

第６章 広域的な視点からの応
急対応力の強化

153

第７章 情報通信の確保 165

第８章 医療救護・保健等対策 173 ●

第９章 帰宅困難者対策 181 ●

第10章 避難者対策 200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第11章 物流・備蓄・輸送対策
の推進

217

第12章 放射性物質対策 231 ●

第13章 区民の生活の早期再建 233

第４部 災害応急・復旧対策計
画（震災・火山編）

第１章 初動態勢 248 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 区民と地域の応急対策 270

第３章 情報の収集・伝達 279 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第４章 二次災害・危険防止対
策

297 ● ● ● ● ● ● ●

第５章 医療救護・保健等対策 313 ●

第６章 避難者対策 348 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第７章 物流・備蓄・輸送対策 386 ●

第８章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

405

第９章 公共施設の応急・復旧
対策

412 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第10章 放射性物質対策 424 ● ● ● ● ●

第11章 噴火降灰対策 431 ●

第12章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

436

第13章 大規模事故対策 450

第14章 応急生活対策 457 ● ● ● ● ● ●

第15章 災害救助法の運用 491

第16章 激甚災害の指定 502

要配慮者班 避難所班

健康生きがい部　※２ 福祉部

目次構成

災害対策本部組織
（部、班、課）
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計画構成における災害対策本部組織一覧（健康生きがい部②・福祉部）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班
衛生対
策班

課

生
活
衛
生
課

長
寿
社
会
推
進
課

介
護
保
険
課

後
期
高
齢
医
療
制

度
課

お
と
し
よ
り
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー

障
が
い
政
策
課

障
が
い
サ
ー

ビ
ス

課

生
活
支
援
課

板
橋
福
祉
課

赤
塚
福
祉
課

志
村
福
祉
課

生
活
支
援
臨
時
給

付
金
担
当
課

第５部 災害応急・復旧対策計
画（風水害編）

第１章 初動態勢 509 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 情報の収集・伝達 526 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 水防対策 542

第４章 雪害対策 559

第５章 警備・交通規制 566

第６章 医療救護・保健等対策 568 ●

第７章 避難者対策 571 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第８章 物流・備蓄・輸送対策 598 ●

第９章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

599

第10章 公共施設等の応急・復
旧対策

609 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第11章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

615

第12章 応急生活対策 618 ● ● ● ● ● ●

第13章 災害救助法の適用 619

第14章 激甚災害の指定 620

第６部 災害復興計画

第１章 災害復興の基本的考え
方

624

第２章 災害復興体制の構築
626 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 被害状況及び復旧・復
興状況の把握

632 ● ● ● ●

第４章 罹災証明書の交付 634

第５章 災害復興計画の策定 635

第６章 財政方針の策定 636

第７章 人的資源の確保 637

第８章 用地の確保・調整 638

第９章 災害廃棄物等の処理 639

第10章 広報・相談体制 640

第11章 学校教育 641

第12章 文化・社会教育 642

第13章 地域への支援 643

第14章 消費生活 645

第15章 都市の復興 646 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第16章 住宅の復興 649

第17章 生活の復興 650 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第18章 産業の復興 656

第７部 南海トラフ地震編

661 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※２　健康生きがい部には、要配慮者班として、障がい政策課、障がいサービス課を含む

要配慮者班 避難所班

健康生きがい部　※２ 福祉部

目次構成

南海トラフ地震編

災害対策本部組織
（部、班、課）



 

目次-22 

 

 

計画構成における災害対策本部組織一覧（子ども家庭部・資源環境部）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班

課

子
ど
も
政
策
課

保
育
園

保
育
運
営
課

保
育
サ
ー

ビ
ス
課

児
童
館

子
育
て
支
援
課

子ども家庭総合支援センター
　支援課
　援助課
　保護課
　法務担当課
　子ども専門相談担当課

環
境
政
策
課

資
源
循
環
推
進
課

板
橋
東
清
掃
事
務

所

板
橋
西
清
掃
事
務

所

第１部 総則 頁

第１章 地域防災計画の概要 4

第２章 板橋区の現状と被害想
定

8

第３章 河川、下水道等の整備
概要

30

第４章 被害軽減と都市再生に
向けた目標（減災目
標）

35 ●

第５章 複合災害への対応 40

第６章 各施策における発災後
の時間軸に沿った震災
対応シナリオ

42

第２部 区等の基本的責務と役
割

第１章 基本理念と基本的責務 47 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第2章 区及び関係機関の役割 50 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３部 災害予防計画

第１章 区民と地域の防災力向
上

79 ● ● ● ● ●

第２章 水害予防対策 104

第３章 噴火降灰事前対策 121

第４章 安全な都市づくりの実
現

123 ● ● ● ●

第５章 安全な交通ネットワー
ク及びライフライン等
の確保

143

第６章 広域的な視点からの応
急対応力の強化

153

第７章 情報通信の確保 165

第８章 医療救護・保健等対策 173

第９章 帰宅困難者対策 181 ● ●

第10章 避難者対策 200 ● ● ● ● ●

第11章 物流・備蓄・輸送対策
の推進

217

第12章 放射性物質対策 231 ● ● ● ●

第13章 区民の生活の早期再建 233 ● ● ● ●

第４部 災害応急・復旧対策計
画（震災・火山編）

第１章 初動態勢 248 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 区民と地域の応急対策 270

第３章 情報の収集・伝達 279 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第４章 二次災害・危険防止対
策

297 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第５章 医療救護・保健等対策 313

第６章 避難者対策 348 ● ● ● ● ● ● ●

第７章 物流・備蓄・輸送対策 386

第８章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

405

第９章 公共施設の応急・復旧
対策

412 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第10章 放射性物質対策 424 ● ● ● ●

第11章 噴火降灰対策 431 ● ● ● ●

第12章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

436 ● ● ● ●

第13章 大規模事故対策 450

第14章 応急生活対策 457 ●

第15章 災害救助法の運用 491

第16章 激甚災害の指定 502

子ども家庭部 資源環境部

環境整備班児童施設・救護班

目次構成

災害対策本部組織
（部、班、課）
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計画構成における災害対策本部組織一覧（子ども家庭部・資源環境部）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班

課

子
ど
も
政
策
課

保
育
園

保
育
運
営
課

保
育
サ
ー

ビ
ス
課

児
童
館

子
育
て
支
援
課

子ども家庭総合支援センター
　支援課
　援助課
　保護課
　法務担当課
　子ども専門相談担当課

環
境
政
策
課

資
源
循
環
推
進
課

板
橋
東
清
掃
事
務

所

板
橋
西
清
掃
事
務

所

第５部 災害応急・復旧対策計
画（風水害編）

第１章 初動態勢 509 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 情報の収集・伝達 526 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 水防対策 542

第４章 雪害対策 559

第５章 警備・交通規制 566

第６章 医療救護・保健等対策 568

第７章 避難者対策 571 ● ● ● ● ● ● ●

第８章 物流・備蓄・輸送対策 598

第９章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

599

第10章 公共施設等の応急・復
旧対策

609 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第11章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

615 ● ● ● ●

第12章 応急生活対策 618 ●

第13章 災害救助法の適用 619

第14章 激甚災害の指定 620

第６部 災害復興計画

第１章 災害復興の基本的考え
方

624

第２章 災害復興体制の構築
626 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 被害状況及び復旧・復
興状況の把握

632 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第４章 罹災証明書の交付 634

第５章 災害復興計画の策定 635

第６章 財政方針の策定 636

第７章 人的資源の確保 637

第８章 用地の確保・調整 638

第９章 災害廃棄物等の処理 639 ● ● ● ●

第10章 広報・相談体制 640

第11章 学校教育 641

第12章 文化・社会教育 642

第13章 地域への支援 643

第14章 消費生活 645

第15章 都市の復興 646 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第16章 住宅の復興 649

第17章 生活の復興 650 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第18章 産業の復興 656

第７部 南海トラフ地震編

661 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

子ども家庭部 資源環境部

環境整備班児童施設・救護班

南海トラフ地震編

目次構成

災害対策本部組織
（部、班、課）
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計画構成における災害対策本部組織一覧（都市整備部・土木部）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班

課

都
市
計
画
課

建
築
指
導
課

建
築
安
全
課

住
宅
政
策
課

ま
ち
づ
く
り
調
整

課

地
区
整
備
課

鉄
道
立
体
化
推
進

課

高
島
平
ま
ち
づ
く

り
推
進
課

土
木
計
画
・
交
通

安
全
課

管
理
課

工
事
設
計
課

み
ど
り
と
公
園
課

南
部
・
北
部
土
木

サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー

か
わ
ま
ち
づ
く
り

計
画
担
当
課

第１部 総則 頁

第１章 地域防災計画の概要 4

第２章 板橋区の現状と被害想
定

8 ● ● ● ● ● ● ●

第３章 河川、下水道等の整備
概要

30 ● ● ● ● ● ●

第４章 被害軽減と都市再生に
向けた目標（減災目
標）

35 ● ● ● ●

第５章 複合災害への対応 40

第６章 各施策における発災後
の時間軸に沿った震災
対応シナリオ

42

第２部 区等の基本的責務と役
割

第１章 基本理念と基本的責務 47 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第2章 区及び関係機関の役割 50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３部 災害予防計画

第１章 区民と地域の防災力向
上

79

第２章 水害予防対策 104 ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 噴火降灰事前対策 121

第４章 安全な都市づくりの実
現

123 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第５章 安全な交通ネットワー
ク及びライフライン等
の確保

143 ● ● ● ● ● ●

第６章 広域的な視点からの応
急対応力の強化

153

第７章 情報通信の確保 165

第８章 医療救護・保健等対策 173

第９章 帰宅困難者対策 181

第10章 避難者対策 200

第11章 物流・備蓄・輸送対策
の推進

217

第12章 放射性物質対策 231

第13章 区民の生活の早期再建 233 ● ● ● ● ● ● ● ●

第４部 災害応急・復旧対策計
画（震災・火山編）

第１章 初動態勢 248 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 区民と地域の応急対策 270

第３章 情報の収集・伝達 279 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第４章 二次災害・危険防止対
策

297 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第５章 医療救護・保健等対策 313

第６章 避難者対策 348

第７章 物流・備蓄・輸送対策 386

第８章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

405 ● ● ● ● ● ●

第９章 公共施設の応急・復旧
対策

412 ● ● ● ● ● ● ●

第10章 放射性物質対策 424

第11章 噴火降灰対策 431 ● ● ● ● ● ●

第12章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

436

第13章 大規模事故対策 450 ● ● ● ● ● ●

第14章 応急生活対策 457 ● ● ● ● ● ● ● ●

第15章 災害救助法の運用 491

第16章 激甚災害の指定 502

都市整備・住宅班 土木班

都市整備部　※３ 土木部

目次構成

災害対策本部組織
（部、班、課）
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計画構成における災害対策本部組織一覧（都市整備部・土木部）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班

課

都
市
計
画
課

建
築
指
導
課

建
築
安
全
課

住
宅
政
策
課

ま
ち
づ
く
り
調
整

課

地
区
整
備
課

鉄
道
立
体
化
推
進

課

高
島
平
ま
ち
づ
く

り
推
進
課

土
木
計
画
・
交
通

安
全
課

管
理
課

工
事
設
計
課

み
ど
り
と
公
園
課

南
部
・
北
部
土
木

サ
ー

ビ
ス
セ
ン

タ
ー

か
わ
ま
ち
づ
く
り

計
画
担
当
課

第５部 災害応急・復旧対策計
画（風水害編）

第１章 初動態勢 509 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 情報の収集・伝達 526 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 水防対策 542 ● ● ● ● ● ●

第４章 雪害対策 559 ● ● ● ● ● ●

第５章 警備・交通規制 566

第６章 医療救護・保健等対策 568

第７章 避難者対策 571

第８章 物流・備蓄・輸送対策 598

第９章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

599 ● ● ● ● ● ●

第10章 公共施設等の応急・復
旧対策

609 ● ● ● ● ● ● ●

第11章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

615

第12章 応急生活対策 618 ● ● ● ● ● ● ● ●

第13章 災害救助法の適用 619

第14章 激甚災害の指定 620

第６部 災害復興計画

第１章 災害復興の基本的考え
方

624 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 災害復興体制の構築
626 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 被害状況及び復旧・復
興状況の把握

632 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第４章 罹災証明書の交付 634

第５章 災害復興計画の策定 635 ● ● ● ● ● ● ● ●

第６章 財政方針の策定 636

第７章 人的資源の確保 637

第８章 用地の確保・調整 638 ● ● ● ● ● ● ● ●

第９章 災害廃棄物等の処理 639 ● ● ● ● ● ●

第10章 広報・相談体制 640

第11章 学校教育 641

第12章 文化・社会教育 642

第13章 地域への支援 643

第14章 消費生活 645

第15章 都市の復興 646 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第16章 住宅の復興 649 ● ● ● ● ● ● ● ●

第17章 生活の復興 650 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第18章 産業の復興 656

第７部 南海トラフ地震編

661 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

※３　都市整備部には、まちづくり推進室を含む

都市整備・住宅班 土木班

都市整備部　※３ 土木部

南海トラフ地震編

目次構成

災害対策本部組織
（部、班、課）



 

目次-26 

 

 

計画構成における災害対策本部組織一覧（教育部①）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部

班

課

教
育
総
務
課

学
務
課

新
し
い
学
校
づ
く

り
課

地
域
教
育
力
推
進

課

学
校
配
置
調
整
担

当
課

指
導
室

教
育
支
援
セ
ン

タ
ー

史
跡
公
園
担
当
課

生
涯
学
習
課

大
原
・
成
増
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー

郷
土
資
料
館

中
央
図
書
館

第１部 総則 頁

第１章 地域防災計画の概要 4

第２章 板橋区の現状と被害想
定

8

第３章 河川、下水道等の整備
概要

30

第４章 被害軽減と都市再生に
向けた目標（減災目
標）

35

第５章 複合災害への対応 40

第６章 各施策における発災後
の時間軸に沿った震災
対応シナリオ

42

第２部 区等の基本的責務と役
割

第１章 基本理念と基本的責務 47 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第2章 区及び関係機関の役割 50 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３部 災害予防計画

第１章 区民と地域の防災力向
上

79 ● ● ● ● ● ● ●

第２章 水害予防対策 104

第３章 噴火降灰事前対策 121

第４章 安全な都市づくりの実
現

123 ● ●

第５章 安全な交通ネットワー
ク及びライフライン等
の確保

143

第６章 広域的な視点からの応
急対応力の強化

153

第７章 情報通信の確保 165

第８章 医療救護・保健等対策 173

第９章 帰宅困難者対策 181 ● ●

第10章 避難者対策 200 ● ● ● ● ●

第11章 物流・備蓄・輸送対策
の推進

217

第12章 放射性物質対策 231 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第13章 区民の生活の早期再建 233

第４部 災害応急・復旧対策計
画（震災・火山編）

第１章 初動態勢 248 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 区民と地域の応急対策 270

第３章 情報の収集・伝達 279 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第４章 二次災害・危険防止対
策

297 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第５章 医療救護・保健等対策 313

第６章 避難者対策 348 ● ● ● ● ● ● ●

第７章 物流・備蓄・輸送対策 386

第８章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

405

第９章 公共施設の応急・復旧
対策

412 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第10章 放射性物質対策 424 ● ● ● ● ●

第11章 噴火降灰対策 431

第12章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

436

第13章 大規模事故対策 450

第14章 応急生活対策 457 ● ● ● ● ● ● ●

第15章 災害救助法の運用 491

第16章 激甚災害の指定 502

教育部

目次構成

教育庶務班 教育指導班 教育施設班
災害対策本部組織
（部、班、課）
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計画構成における災害対策本部組織一覧（教育部①）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。
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置
調
整
担

当
課

指
導
室

教
育
支
援
セ
ン

タ
ー

史
跡
公
園
担
当
課

生
涯
学
習
課

大
原
・
成
増
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー

郷
土
資
料
館

中
央
図
書
館

第５部 災害応急・復旧対策計
画（風水害編）

第１章 初動態勢 509 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第２章 情報の収集・伝達 526 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 水防対策 542

第４章 雪害対策 559

第５章 警備・交通規制 566

第６章 医療救護・保健等対策 568

第７章 避難者対策 571 ● ● ● ● ● ● ●

第８章 物流・備蓄・輸送対策 598

第９章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

599

第10章 公共施設等の応急・復
旧対策

609 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第11章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

615

第12章 応急生活対策 618 ● ● ● ● ● ● ●

第13章 災害救助法の適用 619

第14章 激甚災害の指定 620

第６部 災害復興計画

第１章 災害復興の基本的考え
方

624

第２章 災害復興体制の構築
626 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第３章 被害状況及び復旧・復
興状況の把握

632

第４章 罹災証明書の交付 634

第５章 災害復興計画の策定 635

第６章 財政方針の策定 636

第７章 人的資源の確保 637

第８章 用地の確保・調整 638

第９章 災害廃棄物等の処理 639

第10章 広報・相談体制 640

第11章 学校教育 641 ● ● ● ● ● ● ●

第12章 文化・社会教育 642 ● ● ● ●

第13章 地域への支援 643

第14章 消費生活 645

第15章 都市の復興 646 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第16章 住宅の復興 649

第17章 生活の復興 650 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第18章 産業の復興 656

第７部 南海トラフ地震編

661 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

教育部

南海トラフ地震編

目次構成

教育庶務班 教育指導班 教育施設班
災害対策本部組織
（部、班、課）



 

目次-28 

 

 

計画構成における災害対策本部組織一覧（教育部②・区議会部・関係機関）
「●」は各章の中において担当となる業務のある所管課となります。

部
区議会
部

班 議会班

課

区
立
幼
稚
園

区
立
小
・
中
学
校

区
議
会
事
務
局

第１部 総則 頁

第１章 地域防災計画の概要 4

第２章 板橋区の現状と被害想
定

8

第３章 河川、下水道等の整備
概要

30

第４章 被害軽減と都市再生に
向けた目標（減災目
標）

35

第５章 複合災害への対応 40

第６章 各施策における発災後
の時間軸に沿った震災
対応シナリオ

42

第２部 区等の基本的責務と役
割

第１章 基本理念と基本的責務 47 ● ● ● 区民、事業者

第2章 区及び関係機関の役割
50 ● ● ●

都、消防署、警察署、関東地方整備局（東京国道事務所、荒川下流河川事務所）、東京管区気象台、
自衛隊、日本郵便、NTT東日本、東日本旅客鉄道、東京電力グループ、東京ガスグループ、首都高速道
路、交通機関（鉄道・トラック）、医師会、区民、事業者

第３部 災害予防計画

第１章 区民と地域の防災力向
上 79

都、（公財）板橋区文化・国際交流財団、消防署、住民防災組織等、NTT東日本、東京ガスグループ、
東京電力グループ、警察署、東京管区気象台、東京労働局、日赤東京都支部、通信事業者、各放送事
業者、首都高速道路東京西局、いたばし総合ボランティアセンター

第２章 水害予防対策 104 都、気象庁

第３章 噴火降灰事前対策 121 -

第４章 安全な都市づくりの実
現

123 国、都、消防署、警察署、医療機関、日本エレベーター協会、所有者、管理者、東京管区気象台

第５章 安全な交通ネットワー
ク及びライフライン等
の確保

143
都、警察署、関東地方整備局、東日本高速道路、中日本高速道路、首都高速道路、消防署、各鉄道事
業者、東京電力グループ、東京ガスグループ、ガス事業者、NTT東日本、各通信事業者

第６章 広域的な視点からの応
急対応力の強化

153 都、消防署、警察署、自衛隊、第三管区海上保安部、関東地方整備局、関係防災機関

第７章 情報通信の確保 165
消防署、各通信事業者、都、自衛隊、警察署、海上保安庁、関東綜合通信局、東京電力グループ、各
通信事業者、各鉄道事業者

第８章 医療救護・保健等対策 173 消防署、都、区薬剤師会、災害拠点病院等、東京都立病院機構、日赤東京都支部、区医師会

第９章 帰宅困難者対策 181
消防署、町会・自治会・連合会、事業者、学校等、駅及び大規模集客施設事業者、都、、警察著、東
京商工会議所、東京経営者協会、東京青年会議所、通信事業者

第10章 避難者対策 200 ● ● 消防署、都、東京電力グループ、東京ガスグループ、警察署

第11章 物流・備蓄・輸送対策
の推進

217 都、警察署、事業者、消防署

第12章 放射性物質対策 231 ● ● 都、消防署

第13章 区民の生活の早期再建 233 消防署、都、事業所

第４部 災害応急・復旧対策計
画（震災・火山編）

第１章 初動態勢 248 ● ● ● 都、警察署、消防署、自衛隊、第三管区海上保安本部

第２章 区民と地域の応急対策
270

都、観光関連事業者等、住民防災組織、町会・自治会等、事業者、管理組合・マンションに係る自治
会・自主防災組織等、警察署、消防署、東京ボランティア・市民活動センター、いたばし総合ボラン
ティアセンター

第３章 情報の収集・伝達

279 ● ● ●

警察署、消防署、各放送機関、都、第三管区海上保安本部、東京管区気象台、各通信事業者、関東地
方整備局、関東地方測量部、関東総合通信局、東京ハイヤー・タクシー協会、自衛隊、日本郵便、各
通信事業者、東日本高速道路、中日本高速道路、首都高速道路、鉄道事業者、東京電力グループ、東
京ガスグループ、各放送機関、東京管区気象台、関東総合通信局、日本銀行

第４章 二次災害・危険防止対
策

297 ● ●
社会公共施設の管理者、都、東京消防庁、消防署、事業者等、関東東北産業保安監督部、警察署、防
災事業所、東京都高圧ガス地域防災協議会、関東運輸局、第三管区海上保安本部、JR貨物

第５章 医療救護・保健等対策
313

区医師会、区歯科医師会、区薬剤師会、都、消防署、区柔道整復師会、医療ボランティア、日赤東京
都支部、献血供給事業団、東京都立病院機構、自衛隊、警察署、、第三管区東京海上保安部、消防
団、都医師会、都歯科医師会、日本法医学会

第６章 避難者対策

348 ● ●

警察署、消防署、都、日赤東京都支部、いたばし総合ボランティアセンター、国、各鉄道事業者、事
業者、学校等、東京商工会議所、東京経営者協会、東京青年会議所、各通信事業者、各報道機関、集
客施設及び駅等の事業者、鉄道事業者、関東運輸局、バス事業者、関東地方整備局、船舶事業者、日
赤東京都支部

第７章 物流・備蓄・輸送対策 386
都水道局北部支所板橋営業所、事業者、都、農林水産省、関東農政局、関東経済産業局、警察署、消
防署、関東運輸局

第８章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

405
都水道局北部支所板橋営業所、都下水道局西部第二下水道事務所、東京電力グループ、東京ガスグ
ループ、ガス事業者、各通信事業者、日本郵便

第９章 公共施設の応急・復旧
対策 412 ● ●

警察署、都、関東地方整備局、首都高速道路東京西局、東日本高速道路、中日本高速道路、関東地方
整備局、第三管区海上保安本部、都下水道局西部第二下水道事務所、各鉄道事業者、各施設管理者

第10章 放射性物質対策 424 ● ● 都、消防署、警察署、事業者等、国、第三管区海上保安本部、東京都立病院機構

第11章 噴火降灰対策 431
関東地方整備局、東日本高速道路、中日本高速道路、警察署、各鉄道事業者、都水道局北部支所板橋
営業所、都、国

第12章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

436 都

第13章 大規模事故対策 450
都、防災機関、各鉄道事業者、関東地方整備局、、東日本高速道路、首都高速道路、東京ガスグルー
プ、消防署、警察署

第14章 応急生活対策
457

都、消防署、独立行政法人都市再生機構、東京都住宅供給公社、区営住宅の指定管理者等、警察署、
日赤東京都支部、東京都社会福祉協議会、東京労働局、日本郵便、各通信事業者、関東森林管理局、
日本放送協会、日本赤十字社

第15章 災害救助法の運用 491 都

第16章 激甚災害の指定 502 都

避難所施設班

教育部

目次構成
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第５部 災害応急・復旧対策計
画（風水害編）

第１章 初動態勢 509 ● ● ● 気象庁、都、都下水道局、鉄道事業者等、消防署、警察署

第２章 情報の収集・伝達
526 ● ● ●

警察署、消防署、都、その他の防災機関、NTT東日本東京北支店、各放送機関、東京管区気象台、関東
地方整備局、自衛隊、日本郵便、各通信事業者、、首都高速道路東京西局、東日本旅客鉄道東京支
社、東京電力グループ、東京ガスグループ、各放送機関

第３章 水防対策 542 関東地方整備局、都、消防署、消防団、水防管理団体

第４章 雪害対策 559 自衛隊、都、土木業者

第５章 警備・交通規制 566 警察署

第６章 医療救護・保健等対策 568 第4部第5章準用

第７章 避難者対策 571 ● ● 都、関東整備局荒川下流河川事務所、警察署、気象庁、消防署、交通事業者

第８章 物流・備蓄・輸送対策 598 第4部第10章準用

第９章 ライフライン施設の応
急・復旧対策

599 都水道局、都下水道局、東京電力グループ、東京ガスグループ

第10章 公共施設等の応急・復
旧対策

609 ● ●
都、警察署、関東地方整備局東京国道事務所、首都高速道路東京西局、都下水道局、関東地方整備局
荒川下流河川事務所、各鉄道事業者

第11章 ごみ処理・トイレの確
保及びし尿処理・障害
物の除去・災害廃棄物
処理

615 都、都下水道局、警察署、関東地方整備局

第12章 応急生活対策 618 第4部第15章準用

第13章 災害救助法の適用 619 第4部第16章準用

第14章 激甚災害の指定 620 第4部第17章準用

第６部 災害復興計画

第１章 災害復興の基本的考え
方

624 都、町会・自治会、まちづくり協議会

第２章 災害復興体制の構築
626 ● ● ●

第３章 被害状況及び復旧・復
興状況の把握

632

第４章 罹災証明書の交付 634

第５章 災害復興計画の策定 635

第６章 財政方針の策定 636 都、国

第７章 人的資源の確保 637 都、他区市町村

第８章 用地の確保・調整 638

第９章 災害廃棄物等の処理 639

第10章 広報・相談体制 640 都

第11章 学校教育 641 ● ●

第12章 文化・社会教育 642

第13章 地域への支援 643 都、地域振興協議会、復興市民組織、いたばし総合ボランティアセンター

第14章 消費生活 645

第15章 都市の復興 646 ● ● ●

第16章 住宅の復興 649

第17章 生活の復興 650 ● ● 日本郵便、NTT東日本、日本放送協会

第18章 産業の復興 656 都

第７部 南海トラフ地震編

661 ● ● ● 都、国、各機関

避難所施設班

教育部

南海トラフ地震編

目次構成
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災害対策本部組織
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